
秘書広報課☎552-6160

ふるさと一番会議
社会福祉課☎552-7101

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

住民税非課税世帯等臨時特別給付金室☎552-3030

令和５年度　低所得世帯支援金

対象世帯
①�基準日（令和5年6月1日）時点において、市に住民票
がある世帯
②�世帯全員が令和５年度分の住民税均等割が非課税で
ある世帯

支給時期
確認書の内容を確認後、１カ月程度で指定口座に振り
込みます

支給手続き
　支給対象世帯には、６月下旬から７月までにかけて
確認書を郵送する予定です。記載内容を確認の上、必
要事項を記入し、期限までに返送してください。
※�市に令和５年１月２日以降に転入された世帯については、
１月１日現在にお住まいであった市町村に対し課税の状況
を確認します。調査後、該当世帯へは随時確認書を発送し
ますので、しばらくお待ちください。

提出期限
10月31日（火）　※郵送必着。

長寿福祉課☎552-5346

令和５年度丹波篠山市善行者表彰式

　６月１日、日ごろからの地域づくりや社会福祉の向上
など、各分野で善行のあった個人・団体を表彰する令和
５年度「丹波篠山市善行者表彰式」を、丹波篠山市民セン
ターで行いました。受賞された方々は次のとおりです（敬
称略）。
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しゃくなげ会館や西紀北小学校な
どの公共施設へ20年以上にわた
り正月飾りを寄付
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（杉）

長年にわたる網掛交差点での児童
の通学時における交通指導および
声掛け活動
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（宮田）

長年にわたる西紀体育館などの公
共施設周囲の草刈りや樹木剪
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（東岡屋）

長年にわたる児童に付き添っての
交通指導および子ども教室ボラン
ティア活動

（故）大
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路
じ

靖
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（今福）
長年にわたる歩兵第70連隊正門
跡公共用地の清掃活動

古市ふれあいカフェ
平成22年７月から、高齢化が進んでいる地域内
において、引きこもりがちの高齢者が地域と関
わりをもって集える交流の場を開催。

個
人

団
体

物価高騰により特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯へ給付金を支給します。

支給額　児童１人あたり５万円

支給額　１世帯あたり３万円

申請が必要な方について
申請は７月受付開始予定です。準備が整い次第ホームページでお知らせします。

区分 給付金支給対象者 申請 支給日 備考

ひとり親世帯

令和５年３月分の児童扶養手当受給者（４月
分新規受給者を含む） 不要 ６月末頃

（対象者に案内送付）

児童扶養手当の全部支給停止、支
給保留などで令和５年３月分の
支給を受けていない方は対象外

公的年金等受給により、令和５年３月分の児
童扶養手当を受給していない方 要 ７月申請受け付け開始

予定、審査後随時支給
手当支給制限限度額を下回る方
に限る

令和５年３月31日時点で18歳未満（障害児は
20歳未満）の児童の養育者で、収入が児童扶
養手当受給者と同じ水準となっている方

要 ７月申請受け付け開始
予定、審査後随時支給

児童扶養手当を受給していない
ひとり親、５月分以降の手当新
規受給者など

ひとり親以外
（その他）世帯

令和４年度に子育て世帯生活支援特別給付金
の支給を受けた方 不要 ６月末頃

（対象者に案内送付）

令和５年３月31日時点で18歳未満（障害児は
20歳未満）の児童（※）の養育者で、収入が住
民税均等割非課税者と同様の事情にあると認
められる方

要 ７月申請受け付け開始
予定、審査後随時支給

（※）令和６年２月末までに生ま
れる新生児を含む

【 支給対象者 早見表 】

物価高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯へ給付金を支給します。

ひ
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親
世
帯

ひ
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り
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外
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世
帯

と　き 対象地区 ところ

７
月

10日（月）日置、後川、雲部 城東公民館

11日（火）篠山、八上、畑、城北、岡野 丹波篠山市民センター

14日（金）福住、村雲、大芋 ハートピアセンター

19日（水）西紀南、西紀中、西紀北 西紀老人福祉センター

20日（木）大山、味間、城南、古市 丹南健康福祉センター

21日（金）今田 今田まちづくりセンター

時 間　19時30分～ 21時
対 象　対象地区の市民の皆さん

　「ふるさと一番会議」は、市長、教育長が出席
して、丹波篠山市の取り組みや丹波篠山の教育
について、市民の皆さんに説明し、ご意見を伺
う機会です。
　これまでは、市内20会場において開催してい
ましたが、今年度は市内６会場において行いま
す。どうぞ、気軽にお越しください。
内 ①�令和５年度の市政や教育行政について（30

分程度）
� ②質疑応答・提言（１時間程度）

ふるさと一番会議開催日程

市内各地区でも
「ふるさと一番会議を」開催します
　市内の各地区において、ふるさと一番会議
の開催を希望される場合は、開催希望の１カ
月前までに秘書広報課まで、電話でお申し込
みください。

ご希望が
あれば
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〈後期高齢者医療制度の保険料〉

ふるさとの貴重な動植物
� ダイミョウセセリ（セセリチョウ科）
　黒地に白帯のあるセセリチョウ。ほかのセセリチョウは半開きで止ま
ることが多いですが羽を完全に開いて止まるので区別しやすいです。県
では要注意種になっていますが、市ではまだまだ健在で、５月になれば
ひらひらと飛んできて止まり静止していることが多いです。幼虫はヤマ
イモ、オニドコロなどヤマイモ科の植物を食べ、老熟幼虫で越冬します。

丹波篠山自然塾・むしクラブ代表　大
おお

塚
つか

剛
ごう

二
じ

さんの協力

兵庫県レッドデータ　要注意種
開
かい

翅
し

長
ちょう

：32～ 36ｍｍ
前
ぜん

翅
し

長
ちょう

：15～ 20ｍｍ

介護保険料額決定通知書

〈介護保険施設を利用されている皆さまへ〉
　介護保険施設入所や短期入所を利用するときの食
費・部屋代については、原則本人負担ですが、一定
要件を満たす低所得者の方に対して負担軽減を行っ
ています。この制度の利用には申請が必要です。
●更新の方
　現在交付している「介護保険負担限度額認定証」の
有効期限は７月末日です。６月中旬に更新の案内を
送付しています。８月以降も引き続き必要な方は、
内容をご確認のうえ、申請してください。
●新たに申請される方
要件の判定のために必要書類などがありますので事
前にお問い合わせください。

〈介護保険料額決定通知書を送付します〉

Q.どんな時に免除申請をするの？
A.前年の所得（収入）が少なかったり、失業したこと
などで年金保険料を納めるのが困難なとき

Q.免除された期間の年金額はどうなるの？
A.【全額・一部免除】＝全額納付した場合より将来
受け取る年金額が少なくなります
【納付猶予】＝将来受け取る年金額には反映されません

医療保険課☎552-7103

国民年金保険料の納付免除・納付猶予の申請を受け付けます

　令和５年度の国民年金保険料の「納付免除」「納付猶
予」申請を７月３日（月）から受け付けます。希望される
方は、上記または各支所で申請手続きをしてください。

審査の対象となる所得基準
被保険者本人のほか、配偶者や世帯主の所得が所得基
準の範囲内であること（納付猶予は本人および配偶者
の所得）
※�基準となる所得については、免除の区分により異なります。
また、所得基準を超えていても、災害・失業等の理由によっ
て免除される場合があります。詳しくは、上記にお問い合
わせください。

申請に必要なもの
基礎年金番号が分かるもの（年金手帳、基礎年金番号
通知書や納付書など）
※退職された方は、雇用保険受給資格者証または離職票など。

申請ができる対象期間
　免除などの承認期間は、７月分から翌年６月分まで
です。前年度に引き続き希望される方は毎年申請が必
要です。
　また、過去分についても、申請時点の２年１カ月前
の月分まで免除を申請することができます。免除を受
けずに保険料が未納のままだと、障害年金を受け取れ
ない場合もありますのでお早めにご相談ください。

追納制度
　免除などの承認を受けた期間の保険料については、
後から納付（追納）することにより、将来の年金額を増
やすことができます。
追納できる期間�追納を承認された月から10年以内

長寿福祉課☎552-6928

介護保険係からのお知らせ

「令和５年度の年間保険料額」
「これからの納付方法」

をお知らせします

７月中旬
発送

　令和５年度の保険料額のお知らせを７月中旬に送
付します。
　保険料は、基本は年金からの天引き（特別徴収）を
行います。65歳になられた年度や、特別徴収ができ
ない場合は、納付書や口座振替による納付（普通徴収）
となります。それぞれ月末が納期ですので、期日内
納付にご協力をお願いします。

８月１日から新しい被保険者証を使用してください

　被保険者証の更新時期は毎年８月１日です。窓口で
の一部負担金の割合は、令和５年度の住民税課税所得
額と令和４年中の収入額をもとに計算されています。
また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更
されることがあります。

減額認定証と限度額認定証が更新されます
　各認定証を医療機関などの窓口で提示、またはオン
ライン資格確認を導入している医療機関の窓口で限度
額適用区分の確認に同意することで、医療機関ごとに
１カ月の自己負担額が限度額ま
でとなります（減額認定証に該当
している方は入院時の食事代も
減額）。
　各認定証をお持ちで、８月以
降も引き続き対象となる方には、
被保険者証と一緒に送付します。
交付を希望される方は申請して
ください。

※�令和５年度の保険料額および軽減の計算方法や納付方法、一部負担金の割合や各認定証の所得基準などの詳しい内容は、７
月中旬に送付する「後期高齢者医療保険料額決定通知書」「後期高齢者医療制度の概要」をご覧ください。

　後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとり
に保険料をお支払いいただきます。令和５年度の
保険料額の計算方法は、令和４年度と変更ありま
せん。
　また、令和４年中の所得に応じて令和５年度の
保険料の均等割額が軽減されます。後期高齢者医
療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの
被用者保険の被扶養者だった方は所得割額がかか
らず、被保険者となってから２年間は均等割額が
５割軽減されます。

■保険料の納め方
①特別徴収� �年金から天引きされる納付方法
� �口座振替によるお支払いに変更すること

ができます（申請が必要）。
②普通徴収� �口座振替や納付書での納付方法。７月か

ら翌年３月まで毎月納付いただきます
� ※�対象者＝年金の受給額が年額18万円未満の

方、後期高齢者医療制度の保険料と介護保
険料の合計額が対象の年金受給額の1/2を
超える方。

医療保険課☎552-7103

後期高齢者医療被保険者証と保険料額決定通知書を
７月中旬に送付します

免除の区分 対象者
全額・一部免除 国民年金１号加入者
納付猶予 50歳未満の方
※�学生は在学期間中の保険料納付が後払いできる学生納
付特例制度が利用できます。

国民年金保険料後期高齢者医療保険料

介護保険料

後期高齢者医療被保険者証

毎年

８月１日
更新
時期
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